
利
の
不
適
合
の
場
合
、権
利
行
使
の
期

間
制
限
は
、債
権
の
消
滅
時
効
の
原
則

に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た（
改
正
民

法
1
6
6
条
１
項
）。な
お
、商
人
間
の

取
引
の
場
合
に
は
、種
類
・
品
質
・
数
量

い
ず
れ
の
不
適
合
に
つ
い
て
も
、引
渡

し
か
ら
６
箇
月
間
以
内
に
不
適
合
の
通

知
が
必
要
で
す（
商
法
5
2
6
条
。）。

　
改
正
前
は
、土
地
の
工
作
物
に
つ
い

て
、担
保
責
任
の
存
続
期
間
の
伸
長
の

例
外
規
定
が
あ
り
ま
し
た
が
、建
物
取

引
に
は
特
別
法
が
お
か
れ
て
い
る
社
会

情
勢
に
鑑
み
、改
正
民
法
で
は
例
外
規

定
は
設
け
ら
れ
ず
、一
般
原
則
の
み
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、契

約
書
に
は
、契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら

が
、い
つ
か
ら
危
険
を
負
担
す
る
か
、

定
め
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

請
負
に
つ
い
て
割
合
的
報
酬

請
求
権
の
規
定
が

新
設
さ
れ
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、仕
事
の
完
成
前

の
解
除
等
に
よ
り
完
成
に
至
ら
な

か
っ
た
場
合
、請
負
人
は
注
文
者
の

受
け
る
利
益
の
割
合
に
応
じ
て
報
酬

の
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た（
改
正
民
法
6
3
4
条
）。

　
契
約
書
に
は
、出
来
高
に
応
じ
た

代
金
の
支
払
時
期
に
つ
い
て
で
き
る

だ
け
詳
し
く
示
し
て
お
く
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
し
た
。

危
険
の
移
転
時
期
が

明
確
に
な
り
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、売
買
の
目
的
物

の
引
渡
し
前
に
目
的
物
が
滅
失
又
は

損
傷
し
、そ
の
た
め
に
売
主
が
引
渡

し
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、売
主
・
買

主
双
方
に
帰
責
事
由
の
無
い
場
合
、

売
主
が
危
険（
リ
ス
ク
）を
負
い
、買

主
は
売
買
代
金
支
払
請
求
を
拒
め
ま

す（
改
正
民
法
5
3
6
条
1
項
）。

　
さ
ら
に
、売
主
が
目
的
物
の
引
渡

債
務
を
履
行
し
た
後
は
、危
険
は
買

主
に
移
転
し
、そ
の
後
の
目
的
物
の

滅
失
等
に
つ
い
て
、売
主
・
買
主
双
方

の
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
、買
主
は

売
買
代
金
の
請
求
を
拒
む
こ
と
も
、

追
完
請
求
等
も
で
き
な
い
と
さ
れ
ま

し
た（
改
正
民
法
5
6
7
条
1
項
）。

　
売
主
が
特
定
の
目
的
物
を
買
主
に

提
供
し
た
が
受
け
取
り
を
拒
ま
れ
た

後
も
、同
様
で
す（
改
正
民
法
5
6
7

条
2
項
、同
4
1
3
条
の
2
第
2
項
）。

　
以
上
の
ル
ー
ル
は
、請
負
の
場
合

に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。危
険
負
担
に

つ
い
て
は
、契
約
で
前
記
の
原
則
を
変

契
約
不
適
合
責
任
に
つ
き

買
主
が
い
か
な
る
権
利
を

行
使
す
る
の
か
の
検
討
が

重
要
に
な
り
ま
し
た

　
改
正
前
は
、売
買
の
目
的
物（
以
下

単
に「
目
的
物
」と
言
い
ま
す
）に「
瑕

疵
」が
あ
る
場
合
、売
主
は
担
保
責
任

を
負
う
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。売
主

の
担
保
責
任
は
、目
的
物
に
売
買
代

金
に
見
合
わ
な
い
想
定
外
の
こ
と
が

あ
る
場
合
こ
れ
を
補
う
た
め
の
も
の

で
す
が
、改
正
前
民
法
に
は「
瑕
疵
」

の
概
念
や
責
任
の
内
容
に
つ
い
て
明

確
な
規
定
は
な
く
、一
般
に
は「
瑕

疵
」は「
目
的
物
が
通
常
有
す
べ
き
性

能
・
品
質
等
を
欠
く
こ
と
」と
理
解
さ

れ
、責
任
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　
改
正
民
法
で
の
売
主
の
担
保
責
任

は
、『
売
主
に
は
契
約
当
事
者
が
合
意

し
た
目
的
物
を
引
渡
す
義
務
が
あ
る

た
め
、引
渡
し
た
目
的
物
が
契
約
不

適
合
の
場
合
、債
務
不
履
行
の
責
を

負
う
』と
い
う
考
え
方
の
も
と
、「
目

的
物
が
種
類
、品
質
又
は
数
量
に
関

し
て
」（
又
は「
買
主
に
移
転
し
た
権
利

が
」）「
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も

の
で
あ
る
」と
き
の
買
主
の
権
利
と
し

て
整
理
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、買
主

は
、不
適
合
に
つ
い
て
帰
責
事
由
の
な

い
場
合
、次
の
請
求
権
等
を
行
使
で

き
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

①
目
的
物
の
修
補
、代
替
物
の
引
き
渡

し
又
は
不
足
物
の
引
き
渡
し（
履
行

の
追
完
請
求
改
正
民
法
5
6
2
条
）

②
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求（
改
正
民
法
5
6
4
条
、同

4
1
5
条
）

③
契
約
の
解
除（
改
正
民
法
5
6
4

条
、同
5
4
1
条
、同
5
4
2
条
）

④
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
た
代
金
減

額
請
求（
改
正
民
法
5
6
3
条
）

　
契
約
書
に
は
、目
的
物
に
つ
い
て
の

合
意
内
容
に
加
え
、①
か
ら
④
の
権

利（
以
下「
追
完
請
求
等
」と
言
い
ま

す
。）に
つ
い
て
、買
主
は
ど
の
よ
う
な

方
法
で
い
つ
迄
に
行
使
で
き
る
か
、行

使
で
き
る
順
序
等
を
明
確
に
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

請
負
の
担
保
責
任
は

売
買
と
同
様
、契
約
不
適
合

責
任
と
さ
れ
ま
し
た

　
請
負
で
は
、改
正
前
、仕
事
の
完
成
・

引
渡
し
後
の
責
任
内
容
は
売
買
の
場

合
と
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。改
正
民
法

で
は
、売
買
同
様
契
約
不
適
合
責
任
で

あ
る
と
さ
れ（
改
正
民
法
6
3
6
条
）、

追
完
請
求
権（
民
法
5
5
9
条
、改
正

民
法
5
6
2
条
）の
制
限
規
定
の
表
現

も
改
め
ら
れ
ま
し
た
。す
な
わ
ち
、履

行
不
能（
経
済
的
不
能
を
含
む
）の
場

合
、修
補
請
求
は
で
き
ず（
改
正
民
法

4
1
2
条
の
2
第
1
項
）、不
適
合
が

注
文
者
の
与
え
た
材
料
・
指
図
に
よ
る

場
合
、請
負
人
が
材
料
・
指
図
の
不
適

合
を
知
っ
て
告
げ
な
か
っ
た
場
合
を

除
き
、追
完
請
求
等
が
で
き
な
く
な
り

ま
す（
改
正
民
法
6
3
6
条
）。契
約
不

適
合
責
任
に
つ
い
て
の
契
約
上
の
注

意
点
も
、前
記
１
の
と
お
り
で
す
。

契
約
不
適
合
責
任
に
つ
い
て
、

そ
の
権
利
行
使
の
統
一
が

さ
れ
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、目
的
物
の
引
渡

し
を
受
け
た
買
主
が
、「
種
類
又
は
品

質
に
関
し
て
」契
約「
不
適
合
を
知
っ

た
時
か
ら
１
年
以
内
に
そ
の
旨
を
売

主
に
通
知
し
な
い
と
き
は
」追
完
請
求

等
が
で
き
な
い
と
さ
れ
ま
し
た（
改
正

民
法
5
6
6
条
）。請
負
の
仕
事
の
完

成
・
引
渡
し
後
の
場
合
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
す（
改
正
民
法
6
3
7
条
）。

　
売
買
・
請
負
共
に
、数
量
不
足
や
権

3

4

5 2

１

民
法（
債
権
法
）改
正
と
契
約

民法は、社会・経済の変化に対

応し、わかりやすいものとする

ために債権法部分が大改正され

（以下「改正民法」といいます。）、

令和２年４月１日から施行されています。

11月号に引続き200余の改正点の中から、

特に「契約」に関係する重要な点を確認していきます。

今回は、売買契約と請負契約について、改正民法の影響を見てみましょう。

特集

後 

編

弁
護
士

　古
家
野

　彰
平

弁
護
士

　島
多

　玲
子

目的物の
種類・品質の不適合

１年以内に通知
（改正民法566条・637条）
５年以内に行使

（改正民法166条Ⅰ①）

（民法上、通知は必要ではない）
５年以内に行使

（改正民法166条Ⅰ①）

10年以内に行使
（改正民法166条Ⅰ②）

10年以内に行使
（改正民法166条Ⅰ②）

引渡し後、
知ってから

引渡し後
から

目的物の
数量不足、権利の不適合

制
度
改
正
に
伴
う
専
門
家
等
派
遣
事
業

か

つ
い
か
ん

し
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利
の
不
適
合
の
場
合
、権
利
行
使
の
期

間
制
限
は
、債
権
の
消
滅
時
効
の
原
則

に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た（
改
正
民

法
1
6
6
条
１
項
）。な
お
、商
人
間
の

取
引
の
場
合
に
は
、種
類
・
品
質
・
数
量

い
ず
れ
の
不
適
合
に
つ
い
て
も
、引
渡

し
か
ら
６
箇
月
間
以
内
に
不
適
合
の
通

知
が
必
要
で
す（
商
法
5
2
6
条
。）。

　
改
正
前
は
、土
地
の
工
作
物
に
つ
い

て
、担
保
責
任
の
存
続
期
間
の
伸
長
の

例
外
規
定
が
あ
り
ま
し
た
が
、建
物
取

引
に
は
特
別
法
が
お
か
れ
て
い
る
社
会

情
勢
に
鑑
み
、改
正
民
法
で
は
例
外
規

定
は
設
け
ら
れ
ず
、一
般
原
則
の
み
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、契

約
書
に
は
、契
約
当
事
者
の
ど
ち
ら

が
、い
つ
か
ら
危
険
を
負
担
す
る
か
、

定
め
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

請
負
に
つ
い
て
割
合
的
報
酬

請
求
権
の
規
定
が

新
設
さ
れ
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、仕
事
の
完
成
前

の
解
除
等
に
よ
り
完
成
に
至
ら
な

か
っ
た
場
合
、請
負
人
は
注
文
者
の

受
け
る
利
益
の
割
合
に
応
じ
て
報
酬

の
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た（
改
正
民
法
6
3
4
条
）。

　
契
約
書
に
は
、出
来
高
に
応
じ
た

代
金
の
支
払
時
期
に
つ
い
て
で
き
る

だ
け
詳
し
く
示
し
て
お
く
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
し
た
。

危
険
の
移
転
時
期
が

明
確
に
な
り
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、売
買
の
目
的
物

の
引
渡
し
前
に
目
的
物
が
滅
失
又
は

損
傷
し
、そ
の
た
め
に
売
主
が
引
渡

し
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、売
主
・
買

主
双
方
に
帰
責
事
由
の
無
い
場
合
、

売
主
が
危
険（
リ
ス
ク
）を
負
い
、買

主
は
売
買
代
金
支
払
請
求
を
拒
め
ま

す（
改
正
民
法
5
3
6
条
1
項
）。

　
さ
ら
に
、売
主
が
目
的
物
の
引
渡

債
務
を
履
行
し
た
後
は
、危
険
は
買

主
に
移
転
し
、そ
の
後
の
目
的
物
の

滅
失
等
に
つ
い
て
、売
主
・
買
主
双
方

の
帰
責
事
由
が
な
い
場
合
、買
主
は

売
買
代
金
の
請
求
を
拒
む
こ
と
も
、

追
完
請
求
等
も
で
き
な
い
と
さ
れ
ま

し
た（
改
正
民
法
5
6
7
条
1
項
）。

　
売
主
が
特
定
の
目
的
物
を
買
主
に

提
供
し
た
が
受
け
取
り
を
拒
ま
れ
た

後
も
、同
様
で
す（
改
正
民
法
5
6
7

条
2
項
、同
4
1
3
条
の
2
第
2
項
）。

　
以
上
の
ル
ー
ル
は
、請
負
の
場
合

に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。危
険
負
担
に

つ
い
て
は
、契
約
で
前
記
の
原
則
を
変

契
約
不
適
合
責
任
に
つ
き

買
主
が
い
か
な
る
権
利
を

行
使
す
る
の
か
の
検
討
が

重
要
に
な
り
ま
し
た

　
改
正
前
は
、売
買
の
目
的
物（
以
下

単
に「
目
的
物
」と
言
い
ま
す
）に「
瑕

疵
」が
あ
る
場
合
、売
主
は
担
保
責
任

を
負
う
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。売
主

の
担
保
責
任
は
、目
的
物
に
売
買
代

金
に
見
合
わ
な
い
想
定
外
の
こ
と
が

あ
る
場
合
こ
れ
を
補
う
た
め
の
も
の

で
す
が
、改
正
前
民
法
に
は「
瑕
疵
」

の
概
念
や
責
任
の
内
容
に
つ
い
て
明

確
な
規
定
は
な
く
、一
般
に
は「
瑕

疵
」は「
目
的
物
が
通
常
有
す
べ
き
性

能
・
品
質
等
を
欠
く
こ
と
」と
理
解
さ

れ
、責
任
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　
改
正
民
法
で
の
売
主
の
担
保
責
任

は
、『
売
主
に
は
契
約
当
事
者
が
合
意

し
た
目
的
物
を
引
渡
す
義
務
が
あ
る

た
め
、引
渡
し
た
目
的
物
が
契
約
不

適
合
の
場
合
、債
務
不
履
行
の
責
を

負
う
』と
い
う
考
え
方
の
も
と
、「
目

的
物
が
種
類
、品
質
又
は
数
量
に
関

し
て
」（
又
は「
買
主
に
移
転
し
た
権
利

が
」）「
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も

の
で
あ
る
」と
き
の
買
主
の
権
利
と
し

て
整
理
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、買
主

は
、不
適
合
に
つ
い
て
帰
責
事
由
の
な

い
場
合
、次
の
請
求
権
等
を
行
使
で

き
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

①
目
的
物
の
修
補
、代
替
物
の
引
き
渡

し
又
は
不
足
物
の
引
き
渡
し（
履
行

の
追
完
請
求
改
正
民
法
5
6
2
条
）

②
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求（
改
正
民
法
5
6
4
条
、同

4
1
5
条
）

③
契
約
の
解
除（
改
正
民
法
5
6
4

条
、同
5
4
1
条
、同
5
4
2
条
）

④
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
た
代
金
減

額
請
求（
改
正
民
法
5
6
3
条
）

　
契
約
書
に
は
、目
的
物
に
つ
い
て
の

合
意
内
容
に
加
え
、①
か
ら
④
の
権

利（
以
下「
追
完
請
求
等
」と
言
い
ま

す
。）に
つ
い
て
、買
主
は
ど
の
よ
う
な

方
法
で
い
つ
迄
に
行
使
で
き
る
か
、行

使
で
き
る
順
序
等
を
明
確
に
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

請
負
の
担
保
責
任
は

売
買
と
同
様
、契
約
不
適
合

責
任
と
さ
れ
ま
し
た

　
請
負
で
は
、改
正
前
、仕
事
の
完
成
・

引
渡
し
後
の
責
任
内
容
は
売
買
の
場

合
と
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。改
正
民
法

で
は
、売
買
同
様
契
約
不
適
合
責
任
で

あ
る
と
さ
れ（
改
正
民
法
6
3
6
条
）、

追
完
請
求
権（
民
法
5
5
9
条
、改
正

民
法
5
6
2
条
）の
制
限
規
定
の
表
現

も
改
め
ら
れ
ま
し
た
。す
な
わ
ち
、履

行
不
能（
経
済
的
不
能
を
含
む
）の
場

合
、修
補
請
求
は
で
き
ず（
改
正
民
法

4
1
2
条
の
2
第
1
項
）、不
適
合
が

注
文
者
の
与
え
た
材
料
・
指
図
に
よ
る

場
合
、請
負
人
が
材
料
・
指
図
の
不
適

合
を
知
っ
て
告
げ
な
か
っ
た
場
合
を

除
き
、追
完
請
求
等
が
で
き
な
く
な
り

ま
す（
改
正
民
法
6
3
6
条
）。契
約
不

適
合
責
任
に
つ
い
て
の
契
約
上
の
注

意
点
も
、前
記
１
の
と
お
り
で
す
。

契
約
不
適
合
責
任
に
つ
い
て
、

そ
の
権
利
行
使
の
統
一
が

さ
れ
ま
し
た

　
改
正
民
法
で
は
、目
的
物
の
引
渡

し
を
受
け
た
買
主
が
、「
種
類
又
は
品

質
に
関
し
て
」契
約「
不
適
合
を
知
っ

た
時
か
ら
１
年
以
内
に
そ
の
旨
を
売

主
に
通
知
し
な
い
と
き
は
」追
完
請
求

等
が
で
き
な
い
と
さ
れ
ま
し
た（
改
正

民
法
5
6
6
条
）。請
負
の
仕
事
の
完

成
・
引
渡
し
後
の
場
合
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
す（
改
正
民
法
6
3
7
条
）。

　
売
買
・
請
負
共
に
、数
量
不
足
や
権

3

4

5 2

１

民
法（
債
権
法
）改
正
と
契
約

民法は、社会・経済の変化に対

応し、わかりやすいものとする

ために債権法部分が大改正され

（以下「改正民法」といいます。）、

令和２年４月１日から施行されています。

11月号に引続き200余の改正点の中から、

特に「契約」に関係する重要な点を確認していきます。

今回は、売買契約と請負契約について、改正民法の影響を見てみましょう。

特集

後 

編

弁
護
士

　古
家
野

　彰
平

弁
護
士

　島
多

　玲
子

目的物の
種類・品質の不適合

１年以内に通知
（改正民法566条・637条）
５年以内に行使

（改正民法166条Ⅰ①）

（民法上、通知は必要ではない）
５年以内に行使

（改正民法166条Ⅰ①）

10年以内に行使
（改正民法166条Ⅰ②）

10年以内に行使
（改正民法166条Ⅰ②）

引渡し後、
知ってから

引渡し後
から

目的物の
数量不足、権利の不適合

制
度
改
正
に
伴
う
専
門
家
等
派
遣
事
業

か

つ
い
か
ん

し
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